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研究成果の概要（和文）：地方財政におけるソフトな予算制約の問題を取り上げ、財政配分上に

どのような非効率性が生じているかを分析した。日本では地方債や政府間財政移転に絡んだソ

フトな予算制約の指摘が多いが、韓国では政府間の財政移転に係る余剰金の操作によるソフト

な予算制約の問題が生じている。本研究では、韓国や日本の地方財政におけるソフトな予算制

約の問題に注目し、相違なソフトな予算制約問題のメカニズムを浮き彫りにした。 

 

 
研究成果の概要（英文）：This research aims to investigate the soft budget constraint 
problem in local public finance, and to analyze how inefficiency occurs in resource 
allocation. Some studies have focused on the soft budget constraint problem associated 
with intergovernmental fiscal relations and the issuance of local bonds in Japan. This 
study points out the soft budget constraint problem associated with the operation of 
intergovernmental transfers at the form of carryover in Korea. Even though Korea has 
referred to Japanese systems in local public finance, the soft budget constraint 
problem in Korea differs from that in Japan.  
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１．研究開始当初の背景 

ソフトな予算制約の問題に絡んだ財政配
分上の非効率を指摘する研究が注目されて
いた。日本の政府間財政間におけるソフト
な予算制約の問題を取り上げた研究として、

例えば、Doi and Ihori(2007)や赤井・佐藤・
山下(2003)の研究をあげられる。 

Doi and Ihori(2007)では、日本の 1970
年代後半から 2000 年代前半を対象に、地方
政府の事前的な過大支出や借入れが中央政
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府の事後的な補助金増加をもたらすソフト
な予算制約が、厚生水準に負の影響を及ぼ
すことを理論的・実証的に示している。ま
た、赤井・佐藤・山下(2003)では、地方交
付税額算定のフォーミュラには恣意性があ
るため、客観的ではなく、地方自治体の誘
引を歪めている状態にあり、マクロ的な総
額決定（地方財政対策を組むときと、地方
財政計画における給与関係経費、一般行政
経費、投資的経費を決めるときなど）やミ
クロ的な地域間配分の両方において裁量的
であると指摘する。 
アメリカの政府間財政関係と関連しソフ

トな予算制約を取り上げる研究としては、
例えば、Wildasin(2004), Goodspeed(2002)
などをあげられる。特に Goodspeed(2002)
では、地方政府への事後的な支援が、地方
の規律弛緩を容認した状態での予算配分を
行う政策、つまりソフトな予算制約が地方
の借入れに伴う機会費用を下げ地方支出が
増加しがちであるという。その反面この研
究では、地方政府が租税負担の増加を通じ、
その借入れの一部負担を支払わなければな
らない、というモデルをも構築する。 
以上の研究は、日本やアメリカのソフト

な予算制約に係る研究であるが、国毎の特
性を考慮したソフトな予算制約の究明まで
には至っていなかった。 
 

 

２．研究の目的 

上述した既存の研究は、主に政府間財政関
係の全般に関わる研究であり、特定の地方歳
出の問題を具体的に取り上げているとは言
い難い。特に、地方教育財政の運営は国毎に
非常に異なる。日本では、地方財政と教育財
政とが一体となって運営されているのに対
し、アメリカでは学校区という形をもって運
営される。一方、韓国の政府間財政調整制度
は、日本の影響をも受けているが、地方教育
財政の場合、日本とは異なり、地方教育財政
特別会計という形として、一般地方財政とは
独立に運営される。 

韓国の教育財政における政府間財政関係
は、むしろアメリカの教育財政と類似な側面
がある。教育サービスの提供は地方政府の主
な機能であるが、地方教育財政といっても、
各国の財政運営の差による予算配分上の非
効率の発生メカニズムは異なるであろう。特
に、日韓の地方財政システムの共通性が多い
なか、ソフトな予算制約のメカニズムは非常
に異なる。本研究ではその点を明らかにする
ことである。 

 
 

３．研究の方法 

まず、日米韓における地方財政や地方教育

財政を調べ、それぞれの特徴が何かを調べる。 
次に、日本や韓国よりも進んだアメリカに

おける理論モデルの構築について考慮した。
さらに、地方財政の係わりの深い日韓の地方
財政や政府間財政関係について調査を進め
た。 

最後に、ソフトな予算制約の発生メカニズ
ムを主な分析とした。日韓の地方財政システ
ムの共通性が多い中、ソフトな予算制約のメ
カニズムの分析がほとんど行われていなか
った韓国のソフトな予算制約の発生メカニ
ズムの究明に取りかかった。 
 

 
４．研究成果 
（１）日米韓の地方財政の特徴 
日本の地方教育財政は、地方財政に含まれ

地方財政の一元的な運用となっている。しか
し、韓国の地方教育財政は、地方教育以外の
地方財政とは独立にし、地方教育費特別会計
として運営される。このような二元的な構造
は、日本とは異なる特徴的なことである。よ
り具体的に言うと、韓国の地方教育財政は、
教育科学技術部（文部科学省に相当）が主務
官庁となっており、広域自治団体レベルでの
教育委員会が、一般地方行政機構とは分離し
た形で、財政を含む全ての機能を担当する。
地方教育費特別会計を除いた一般地方財政
の総括は、行政安全部（総務省に相当）の所
管である。その結果、一般地方財政会計と地
方教育費特別会計の内訳は、互いに別々にま
とめられている。このような地方財政の運用
は、学校区という形態を持って運営されるア
メリカの運営方式と共通点がある。韓国が日
本の地方財政調整制度を参考にしたが、地方
教育財政においては、アメリカの方式となっ
ていることは興味深い。 

 
（２）日韓の地方財政運用上の相違点 
日本地方財政の場合、韓国に比べ地方債

への依存度が高く、しかも実際の交付税額を
決定する際、交付必要額と交付可能額との差、
すなわち財源不足額を埋め合わせる地方財
政対策（一般会計からの特別加算、交付税特
別会計における借入れ、地方債発行）が取ら
れている。 

韓国の地方歳入の構成を見ると、地方債
収入への依存度は非常に低い。しかも政府の
公式発表の統計を見ると、地方歳入に占める
税外収入の割合が非常に高く現れる。このよ
うな韓国の地方財政においては、日本のよう
なソフトな予算制約の問題を想定すること
は難しい。果たして韓国ではソフトな予算制
約の問題が起きていないだろうか。分析の結
果によると、韓国においても上述した既存研
究のケースとは異なる形ではあるが、地方財
政におけるソフトな予算制約の問題が生じ



 

 

ている。 
 
 
（３）韓国地方財政運用上の特徴 
韓国の交付税においては、日本のような

入口・出口のベースで調整するような措置は
取られていないため、「隠れ借金」の問題も
少なく、地方債への依存度も低い。この状況
からすると、韓国の場合、日本のように交付
税の危機的な状況ではないと言えよう。Kook
(2010)では、モデルやデータによる分析を行
っている。韓国の場合、地方債の発行が少な
いとしても、地方政府は第２節で述べたよう
な繰越金の仕組みを用いた形でのソフトな
予算制約の問題が起きている。つまり、繰越
金の一定部分を操作することによる地方支
出の増大、という地方政府の事前的な行動に
対し、中央政府が事後的に補助金（または地
方交付税）を増加させ、地方支出を補ってき
たとも言えよう。 

 
 
（４）韓国のソフトな予算制約の問題 
韓国の地方財政や地方教育財政において

は、自治体による繰越金の操作が、ソフトな
予算制約の問題を引き起す手段の一つとし
て働いたと考えられる。地方予算のシフトか
についてより具体的に述べると以下の通り
である。 

ある地方自治体が、医療や教育などの財
政状況が厳しい、と国に強くアピールしたと
しよう。公平性や効率性の観点から、国が医
療サービスや教育サービスの低下を望まし
くないと判断すると (たとえば、医療は貧し
い人でも受けさせるという公平性の観点、教
育は外部性による他地域へのスヒルオーバ
効果という効率性の観点)、国は地方への移
転財源を増やそうとする。公共選択論的な立
場からも、地方の要求を受け入れないことが
政治的な利益にならないと判断し(すなわち、
地方の要求を拒むと得票に悪い影響を及ぼ
すと判断し)、財政移転を増やそうとするイ
ンセンティブが働く。政治的にも、財政移転
は国が地方に財政的に配慮するということ
を地域住民にアピールしやすい。 

しかし、ここで時間整合性(time consis
tency)が問題となる。すなわち、地方自治体
がたとえ放漫な財政支出の結果、医療や教育
財政が厳しくなったとしても、その支出は埋
没(sunk) された費用となるため、財政移転
を増やし、その自治体(または教育自治体)を
救済することが、事後的な判断基準となる。
もし自治体が国のこのような事後的な判断
基準を、事前的に織り込むことになると、自
治体は住民へ地方税負担を強いる政策によ
る支出増大よりは、コスト意識の薄い移転財
源の増大を要求しようとする誘因が働く。そ

れによって自治体は、事前的に地方税増税な
どの自助努力しようとせず、コスト意識の低
い移転財源をより多く獲得し支出しようと
するモラル・ハザード行動を起こしやすくな
る。このようなメカニズムの下で、地方自治
実施以降韓国では、地方予算のシフト化(国
による事後的な移転財源の補充)と地方のモ
ラル・ハザードによる非効率的な地方歳出の
増加が助長されたことも否定できないであ
ろう。 

特に地方教育財政の場合、限界的財政責
任をほとんど伴わない独立した財政運営の
結果、その財政運営自体が聖域化された側面
もある。それだけ地方教育予算のソフト化と
モラル・ハザードの問題が引き起こっている
と言えよう。佐藤（2001）では、1)中央政府
を単一の意思決定主体として扱うのではな
く、内部の権限は財務省(F)と支出省(E)との
間で分割されている、2) F から E に対して
予算配分がなされ、その予算の枠内で E は地
方政府に補助金を給付する、という政府部門
のガバナンスの下で、地方支出が事後的にソ
フト化するモデルを示している。ここでは紙
幅の関係上モデルの紹介は省略するが、上記
のガバナンスにおいて、F を韓国の企画財政
部、E を教育部と置き換えれば、韓国のケー
スに当てはまるモデルとなる。 

 
（５）財政責任と日本への示唆 
最近韓国は、地方政府の交付税増加への

要求は強くなっており、中央政府はその要求
に応じ交付税や補助金を増加させてきた。地
方交付税や地方教育財政交付金の交付率の
上昇、地方自治以降の国庫補助金の増大は、
韓国の地方政府が収入の枠内で支出を行っ
てきたのではなく、一般地方財政や地方教育
財政の支出の実態に合わせ、移転財源(地方
交付税、国庫補助金、地方教育財政交付金)
が調整されてきたこと、すなわち地方予算が
ソフト化されてきたとして解釈できる。 

地方税が地方歳出規模に合わせ、その調
整変数として調整されることを、限界的財政
責任という。地方自治以降の韓国の地方財政
運営はこの限界的財政責任の下で行われた
のでなく、一般地方支出や地方教育支出の規
模に合わせ、移転財源(交付税や補助金)が国
の裁量性の下で、事後的に追認された形であ
ったと言えよう。地方財政において効率的な
資源配分のためには、今後移転財源に係わる
ソフトな予算制約の問題に対処する必要が
ある。特に、韓国の場合地方税の拡充などを
含む財政責任性が求められる。韓国は、1995
年地方自治の実施以降、地方税の拡充を伴わ
ない移転財源の増加が目立ってきた。その結
果、地方のコスト(費用負担)意識を大きく低
下させることになった。これはコスト意識の
低下による非効率性の増加が、将来の租税負



 

 

担を高くし、地域や国家経済発展の足かせに
なりかねないことを意味する。 

以上の韓国ケースの分析は、日本への示
唆に富む。つまり、日本においても、自治体
やその住民のコスト(費用負担)意識を喚起
し、財政責任を高めることが、効率的な資源
配分に繋がることを示唆する。 
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